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�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

告

示

○
行
政
書
士
法
に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
の
公
開
の
聴
聞

（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…（
総
務
局
行
政
部
振
興
企
画
課
）…
�

○
都
道
の
区
域
変
更
…
…
…
…（
建
設
局
道
路
管
理
部
路
政
課
）…
�

公

告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
申
請
…
…

…
…
…
…
…（
生
活
文
化
局
都
民
生
活
部
地
域
活
動
推
進
課
）…
�

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
）…
�

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
八
十
八
号

行
政
書
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
の
規
定
に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
、
法
第
十
四
条
の
三
第

三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
聴
聞
を
実
施
す
る
。

な
お
、
法
第
十
四
条
の
三
第
五
項
に
基
づ
き
、
聴
聞
は
公
開
と
し
、

次
の
と
お
り
行
う
。

平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

�

添

要

一

一

期
日

平
成
二
十
七
年
二
月
四
日

午
後
一
時
十
五
分
か
ら

二

場
所

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
庁
第
一
本
庁
舎
十

二
階

区
市
町
村
長
室

三

被
聴
聞
者

㈠

氏
名

佐
藤

淳
一

㈡

事
務
所
の
名
称

行
政
書
士
佐
藤
事
務
所

㈢

事
務
所
の
所
在
地

豊
島
区
池
袋
二
丁
目
二
十
三
番
一
号

富
士
ビ
ル
三
階

㈣

所
属

東
京
都
行
政
書
士
会

㈤

登
録
番
号

第
九
三
一
三
〇
五
五
二
号

◉
東
京
都
告
示
第
八
十
九
号

行
政
書
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
の
規
定
に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
、
行
政
手
続
法
（
平
成

五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
聴

聞
を
実
施
す
る
。

な
お
、
法
第
十
四
条
の
三
第
五
項
に
基
づ
き
、
聴
聞
は
公
開
と
し
、

次
の
と
お
り
行
う
。

平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

�

添

要

一

一

期
日

平
成
二
十
七
年
二
月
四
日

午
後
三
時
か
ら

二

場
所

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
庁
第
一
本
庁
舎
十

二
階

区
市
町
村
長
室

三

被
聴
聞
者

㈠

氏
名

佐
藤

進

㈡

事
務
所
の
名
称

行
政
書
士
暁
国
際
法
務
事
務
所

㈢

事
務
所
の
所
在
地

新
宿
区
高
田
馬
場
四
丁
目
四
十
番
十
三－

一
〇
二
号

㈣

所
属

東
京
都
行
政
書
士
会

㈤

登
録
番
号

第
九
三
〇
八
一
一
八
四
号

◉
東
京
都
告
示
第
九
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
七
日
か
ら
起
算
し

て
二
週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
二
十
七
年
一
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

�

添

要

一

一

路
線
名

飯
田
橋
石
神
井
新
座

二

変
更
の
区
間

中
野
区
大
和
町
一
丁
目
五
十
五
番
十
四
地
内
か

ら
同
区
大
和
町
四
丁
目
四
百
四
十
九
番
五
地
内

ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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公

告

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申

請
に
つ
い
て

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五

条
第
四
項
に
規
定
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認

証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
条
第
二
項
及
び
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
の
施
行
に

関
す
る
規
則
（
平
成
十
年
東
京
都
規
則
第
二
百
四
十
三
号
）
第
八
条

に
お
い
て
準
用
す
る
同
規
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
告
す
る
。

平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

�

添

要

一

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
十
二
月
一
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ア
ジ
ア
太
平
洋
資
料
セ
ン
タ
ー

三

代
表
者
の
氏
名

細
川

弘
明
、
大
江

正
章

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
千
代
田
区
神
田
淡
路
町
一
丁
目
七
番
地
十
一

東
洋
ビ

ル
三
階

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
国
際
的
な
経
済
社
会
問
題
お
よ
び
人
び
と
の
生

活
に
つ
い
て
の
調
査
・
研
究
を
通
じ
て
、
北
の
先
進
工
業
国
と
南

の
発
展
途
上
国
の
経
済
格
差
や
途
上
国
の
貧
困
問
題
、
国
際
紛
争

や
地
球
環
境
問
題
の
原
因
や
そ
れ
を
生
み
出
す
構
造
を
解
明
す
る
。

そ
の
成
果
を
日
本
の
市
民
の
間
に
広
く
伝
え
る
と
同
時
に
、
世
界

各
国
の
市
民
と
の
交
流
や
協
力
を
行
な
う
こ
と
で
と
も
に
問
題
を

解
決
し
、
平
和
で
平
等
な
社
会
の
構
築
を
め
ざ
す
。
（
以
上
原
文

の
ま
ま
掲
載
）

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
七
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
終
活
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

三

代
表
者
の
氏
名

加
藤

弘

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
豊
島
区
巣
鴨
四
丁
目
二
十
一
番
九
号

下
野
第
五
ビ
ル

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
高
齢
者
社
会
に
鑑
み
、
広
く
一
般
市
民
を
対
象

と
し
て
、
相
続
手
続
・
遺
言
・
仏
事
等
に
関
す
る
相
談
、
セ
ミ
ナ

ー
、
教
育
及
び
啓
発
事
業
な
ど
を
行
い
、
人
生
の
終
期
に
お
け
る

問
題
点
を
事
前
に
知
る
こ
と
で
ト
ラ
ブ
ル
を
予
防
し
又
は
解
決
す

る
こ
と
の
で
き
る
知
識
を
広
く
普
及
さ
せ
る
こ
と
で
、
安
心
で
明

る
い
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
、
並
び
に
、
急
な
ご
親
族
の

逝
去
等
の
時
間
的
事
情
や
経
済
的
事
情
で
墓
地
埋
葬
が
困
難
な
方

の
為
に
、
安
心
し
て
ご
遺
骨
の
一
時
預
り
を
行
え
る
場
所
の
提
供

と
納
骨
埋
葬
ま
で
の
助
言
や
援
助
を
行
う
こ
と
で
、
そ
の
ご
遺
族

や
地
域
社
会
の
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
以
上
原
文
の
ま
ま
掲
載
）

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
定
に
つ
い
て

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
四
十
四

条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
定
を
し
た
の
で
、

同
法
第
四
十
九
条
第
二
項
及
び
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例

の
施
行
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
年
東
京
都
規
則
第
二
百
四
十
三

号
）
第
二
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

�

添

要

一

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ａ
Ｃ
Ｅ

二

代
表
者
の
氏
名

尾
上

由
香

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
台
東
区
東
上
野
一
丁
目
六
番
四
号

あ
つ
き
ビ
ル
三
階

四

認
定
の
有
効
期
間

平
成
二
十
七
年
一
月
十
九
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
一
月
十
八
日

ま
で

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｈ
Ａ
Ｎ
Ｄ
Ｓ

二

代
表
者
の
氏
名

中
村

安
秀

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
文
京
区
本
郷
三
丁
目
二
十
番
七
号

山
の
手
ビ
ル
二
階

四

認
定
の
有
効
期
間

平
成
二
十
七
年
一
月
十
九
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
一
月
十
八
日

ま
で

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
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「
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小

売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
及
び

法
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、
そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供

す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
七
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都

産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八

番
一
号
）
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

�

添

要

一

一

店
舗
名

江
川
ビ
ル

二

店
舗
所
在
地

足
立
区
舎
人
六
丁
目
一
番
六
号

三

設
置
者
名

江
川
善
弘

四

設
置
者
住
所

足
立
区
梅
田
四
丁
目
十
一
番
九
号

五

変
更
前
の
閉
店
時
刻

午
後
九
時

六

変
更
後
の
閉
店
時
刻

午
後
十
時

七

変
更
前
の
来
客
が
駐

車
場
を
利
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
九
時
三
十

分
ま
で

八

変
更
後
の
来
客
が
駐

車
場
を
利
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時
三
十

分
ま
で

九

変
更
日

平
成
二
十
七
年
一
月
三
十
一
日

十

届
出
日

平
成
二
十
七
年
一
月
十
五
日

十
一

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
二

縦
覧
期
間

平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
七
日
か
ら
同

年
五
月
二
十
七
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東

京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元

年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休

日
を
除
く
。

十
三

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

発 行
東

京
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